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聖籠町告示第１５号 

行政不服審査法の施行に伴う関係告示の整備に関する告示を次のように定め

る。 

平成２８年３月１７日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

行政不服審査法の施行に伴う関係告示の整備に関する告示 

（聖籠町国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱の一部改正） 

第１条 聖籠町国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱（平成１３年

聖籠町告示第６５号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第１号（表面）中 

 「    

  

不服申し立て  この通知に不服がある場合は、この通知書を受

け取った日の翌日から起算して 60 日以内に、新

潟県国民健康保険審査会に審査請求することが

できます。 

 を 

   」 

 「    

  

不服申し立て  この通知に不服がある場合は、この通知書を受

け取った日の翌日から起算して３か月以内に、新

潟県国民健康保険審査会に審査請求することが

できます。 

 に 

   」 

改める。   

別記様式第３号中 

 「    

  

不服の申し立て   この通知に不服がある場合は、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して 60 日以

内に、新潟県国民健康保険審査会に審査請求

することができます。 

 を 

   」 

 「    

  

不服の申し立て   この通知に不服がある場合は、この通知書

を受け取った日の翌日から起算して３か月

以内に、新潟県国民健康保険審査会に審査請

求することができます。 

 に 

   」 

改める。   
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（聖籠町保育の必要性の認定基準に関する要綱の一部改正） 

第２条 聖籠町保育の必要性の認定基準に関する要綱（平成２７年聖籠町告示

第２号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号、別記様式第４号、別記様式第７号及び別記様式第８号中 

 「    

  

 この処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日か

ら起算して 60 日以内に町長に対して異議申立てをすることがで

きます。ただし、この処分の翌日から起算して１年を経過すると

原則として異議申立てをすることができなくなります。 

 この処分の取消しを求める訴えは、処分の通知を受けた日の翌

日から起算して６か月以内に、町を被告として提起しなければな

りません。なお、この処分があった日の翌日から起算して１年を

経過すると原則として訴えを提起できなくなります。ただし、異

議申立てをした場合は、異議申立てに係る決定の通知を受けた日

の翌日又は異議申立てに係る決定があった日の翌日から起算し

ます。 

 を 

   」 

 「    

  

 この処分に不服がある場合は、処分の通知を受けた日の翌日か

ら起算して３か月以内に町長に対して審査請求をすることがで

きます。ただし、この処分の翌日から起算して１年を経過すると

原則として審査請求をすることができなくなります。 

 この処分の取消しを求める訴えは、処分の通知を受けた日の翌

日から起算して６か月以内に、町を被告として提起しなければな

りません。なお、この処分があった日の翌日から起算して１年を

経過すると原則として訴えを提起できなくなります。ただし、審

査請求をした場合は、審査請求に係る裁決の通知を受けた日の翌

日又は審査請求に係る裁決があった日の翌日から起算します。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町未熟児養育医療事務取扱要綱の一部改正） 

第３条 聖籠町未熟児養育医療事務取扱要綱（平成２５年聖籠町告示第２５号）

の一部を次のように改正する。 

様式第５号及び様式第１３号から様式第１５号までの規定中 

 「    

  

【教示】 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して 60 日以内に聖籠町長に対して異議申立て

 を 



-3- 

をすることができます。 

 処分の取り消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、町を被告として（聖籠町長が被告

の代表となります。）提起することができます。ただし、異議申

立てを行った場合には、処分の取り消しを求める訴えは、その異

議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算

して６月以内に提起しなければならないこととされています。 

   」 

 「    

  

【教示】 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３月以内に聖籠町長に対して審査請求を

することができます。 

 処分の取り消しの訴えは、この処分のあったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、町を被告として（聖籠町長が被告

の代表となります。）提起することができます。ただし、審査請

求を行った場合には、処分の取り消しを求める訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければならないこととされています。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町手話奉仕員等派遣事業実施要綱の一部改正） 

第４条 聖籠町手話奉仕員等派遣事業実施要綱（平成１９年聖籠町告示第３号）

の一部を次のように改正する。 

別記様式第５号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  
注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査
 に 
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請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

   」 

改める。   

（聖籠町日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正） 

第５条 聖籠町日常生活用具給付等事業実施要綱（平成１９年聖籠町告示第４

号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第４号及び別記様式第６号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町障害者移動支援事業実施要綱の一部改正） 
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第６条 聖籠町障害者移動支援事業実施要綱（平成１９年聖籠町告示第５号）

の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号及び別記様式第４号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業

実施要綱の一部改正） 

第７条 聖籠町地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化

事業実施要綱（平成１９年聖籠町告示第６号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

 を 



-6- 

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正） 

第８条 聖籠町訪問入浴サービス事業実施要綱（平成１９年聖籠町告示第７号）

の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号、別記様式第４号及び別記様式第５号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

 に 
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  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

   」 

改める。   

（聖籠町更生訓練費給付事業実施要綱の一部改正） 

第９条 聖籠町更生訓練費給付事業実施要綱（平成１９年聖籠町告示第８号）

の一部を次のように改正する。 

別記様式第３号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町施設入所者就職支度金給付事業実施要綱の一部改正） 
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第１０条 聖籠町施設入所者就職支度金給付事業実施要綱（平成１９年聖籠町

告示第９号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町生活サポート事業実施要綱の一部改正） 

第１１条 聖籠町生活サポート事業実施要綱（平成１９年聖籠町告示第 10 号）

の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号及び別記様式第４号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

 を 
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定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町自動車運転免許取得助成事業実施要綱の一部改正） 

第１２条 聖籠町自動車運転免許取得助成事業実施要綱（平成１９年聖籠町告

示第１１号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第３号及び別記様式第５号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

 に 
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の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

   」 

改める。   

（聖籠町自動車改造等助成事業実施要綱の一部改正） 

第１３条 聖籠町自動車改造等助成事業実施要綱（平成１９年聖籠町告示第１

２号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第３号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町日中一時支援事業実施要綱の一部改正） 

第１４条 聖籠町日中一時支援事業実施要綱（平成２１年聖籠町告示第３２号）

の一部を次のように改正する。 
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別記様式第２号及び別記様式第４号中 

 「    

  

（不服申立て等に係る教示） 

１ 不服申立て 

  この処分について不服があるときは、この通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して 60 日以内に新潟県知事に対し審査請

求をすることができます。なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して 60 日以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求することがで

きなくなります。 

２ 処分の取消しの訴え 

  この処分については、上記１の審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、聖籠町を

被告として（訴訟において聖籠町を代表する者は聖籠町長とな

ります。）、新潟地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。なお、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該審

査請求に対する裁決の日の翌日から起算して１年を経過する

と、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

  処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経

た後でなければ提起することができないこととされています

が、次のいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁

決を経ないで提起することができます。 

  ① 審査請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過し

ても裁決がないとき。 

  ② 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい

損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

  ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 を 

   」 

 「    

  

（不服申立て等に係る教示） 

１ 不服申立て 

  この処分について不服があるときは、この通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して３箇月以内に聖籠町長に対し審査請

求をすることができます。なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると、審査請求することがで

きなくなります。 

２ 処分の取消しの訴え 

  この処分については、この処分の通知を受けた日の翌日から

起算して６箇月以内に限り、聖籠町を被告として（訴訟におい

 に 
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て聖籠町を代表する者は聖籠町長となります。）提起すること

ができます（なお、この処分の通知を受けた日の翌日から起算

して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。また、この処分の通知を受けた日の翌日

から起算して３箇月以内に審査請求をした場合には、この処分

の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して６箇月以内であれば、提起することがで

きます（なお、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の

翌日から起算して６箇月以内であっても、その審査請求に対す

る裁決の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります）。 

   」 

改める。   

（聖籠町障害者自立支援医療費助成に関する要綱の一部改正） 

第１５条 聖籠町障害者自立支援医療費助成に関する要綱（平成１９年聖籠町

告示第３１号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号中 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する決

定があったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）

としてこの処分についての取消しの訴えを提起すること

ができます。 

 を 

   」 

 「    

  

注 １ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

  ２ この処分について不服があるときは、処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内（処分について

の審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日から６箇月以内）に、聖籠町を被告

（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）とし

てこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

 に 
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きます。 

   」 

改める。   

（聖籠町精神障害者保健福祉手帳交付実施要領の一部改正） 

第１６条 聖籠町精神障害者保健福祉手帳交付実施要領（平成２５年聖籠町告

示第２９号）の一部を次のように改正する。 

様式第６号及び様式第７号中 

 「    

  

付 記 

 １ この処分について不服があるときは、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して 60 日以内に、町長に異議

申立てをすることができます。 

 ２ この処分について不服があるときは、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６箇月以内（この処分につ

いての異議申立てを行った場合は、当該異議申立てに対する

決定があったことを知った日の翌日から起算してから６箇

月以内）に、聖籠町を被告（訴訟においては町長が被告の代

表者となります。）として新潟地方裁判所にこの処分につい

ての取消しの訴えを提起することができます。 

 を 

   」 

 「    

  

付 記 

 １ この処分について不服があるときは、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、町長に審査

請求をすることができます。 

 ２ この処分について不服があるときは、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６箇月以内（この処分につ

いての審査請求を行った場合は、当該審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算してから６箇月以

内）に、聖籠町を被告（訴訟においては町長が被告の代表者

となります。）として新潟地方裁判所にこの処分についての

取消しの訴えを提起することができます。 

 に 

   」 

改める。   

 様式第１６号を次のように改める。 

（様式第１６号） 
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精神障害者保健福祉手帳の 

交付にあたって 

 

○手帳の等級に不服があるときは、

この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３箇月以内に、町

長に審査請求をすることができま

す。 

○手帳の等級について不服があると

きは、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内

（この処分についての審査請求を行

った場合は、当該審査請求に対する

裁決があったことを知った日から６

箇月以内）に、聖籠町を被告（訴訟

においては町長が被告の代表者とな

ります。）として新潟地方裁判所にこ

の処分についての取消しの訴えを提

起することができます。 

（聖籠町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要綱の一部改正） 

第１７条 聖籠町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要綱（平成２３

年聖籠町告示第２５号）の一部を次のように改正する。 

様式第２中 

 「    

  

備考 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知

った日の翌日から起算して 60 日以内に、新潟県国民健康保険

審査会（新潟県庁内）に審査請求をすることができます。 

２ この処分について不服があるときは、この処分についての審

査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に聖籠町を被告（訴訟におい

ては町長が被告の代表者となります。）として新潟地方裁判所

にこの処分についての取消しの訴えを提起することができま

す。ただし、次に掲げる場合には審査請求の裁決を経ることな

く、この処分についての取消しの訴えを提起することができま

す。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経過して

も裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい

損害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 を 
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 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

   」 

 「    

  

備考 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知

った日の翌日から起算して３か月以内に、新潟県国民健康保険

審査会（新潟県庁内）に審査請求をすることができます。 

２ この処分について不服があるときは、この処分についての審

査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告（訴訟にお

いては町長が被告の代表者となります。）として新潟地方裁判

所にこの処分についての取消しの訴えを提起することができ

ます。ただし、次に掲げる場合には審査請求の裁決を経ること

なく、この処分についての取消しの訴えを提起することができ

ます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい

損害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱の一部改

正） 

第１８条 聖籠町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱

（平成１６年聖籠町告示第２９号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第４号中 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容について不服がある場合には、この通知を受け

取った翌日から起算して 60 日以内に、新潟県介護保険審査会

に審査請求することができます。 

 新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高齢

福祉保健 課内 

            電話 025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

 を 
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分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

  (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過

しても裁決がないとき。 

  (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい

損害を避けるための緊急の必要があるとき。 

  (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると

き。 

   」 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容について不服がある場合には、この通知を受け

取った翌日から起算して３か月以内に、新潟県介護保険審査会

に審査請求することができます。 

 新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高齢

福祉保健 課内 

            電話 025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

  (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過

しても裁決がないとき。 

  (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい

損害を避けるための緊急の必要があるとき。 

  (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると

き。 

 に 

   」 

改める。   

別記様式第６号中 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容に不服がある場合には、この通知を受け取った

日の翌日から起算して 60 日以内に新潟県介護保険審査会に審

査請求をすることができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

 を 
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齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

   」 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容に不服がある場合には、この通知を受け取った

日の翌日から起算して３か月以内に新潟県介護保険審査会に

審査請求をすることができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 に 

   」 

改める。   

別記様式第７号、別記様式第９号、別記様式第１０号、別記様式第１６号

及び別記様式第１７号中 
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 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容について不服がある場合には、この通知を受け

取った日の翌日から起算して 60 日以内に、新潟県介護保険審

査会に審査請求することができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

 【処分取消しの訴え】 

   この決定内容について不服がある場合には、この処分につ

いての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）と

してこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。ただし、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経

ることなく、この処分についての取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

  (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過

しても裁決がないとき。 

  (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい

損害を避けるための緊急の必要があるとき。 

  (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると

き。 

 を 

   」 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容について不服がある場合には、この通知を受け

取った日の翌日から起算して３か月以内に、新潟県介護保険審

査会に審査請求することができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

 【処分取消しの訴え】 

   この決定内容について不服がある場合には、この処分につ

いての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を

被告（訴訟においては町長が被告の代表者となります。）と

してこの処分についての取消しの訴えを提起することがで

きます。ただし、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経

ることなく、この処分についての取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

  (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過

 に 
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しても裁決がないとき。 

  (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい

損害を避けるための緊急の必要があるとき。 

  (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると

き。 

   」 

改める。   

別記様式第２０号中 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容に不服がある場合には、この通知を受け取った

日の翌日から起算して 60 日以内に、新潟県介護保険審査会に

審査請求をすることができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 を 

   」 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容に不服がある場合には、この通知を受け取った

日の翌日から起算して３か月以内に、新潟県介護保険審査会に

審査請求をすることができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

 に 
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を知った日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

   」 

改める。   

別記様式第２２号中 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容に不服がある場合には、この通知を受け取った

日の翌日から起算して 60 日以内に、新潟県介護保険審査会に

審査請求することができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 を 

   」 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容に不服がある場合には、この通知を受け取った

日の翌日から起算して３か月以内に、新潟県介護保険審査会に

審査請求することができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

 に 
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齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

   」 

改める。   

別記様式第２４号中 

 「    

  

【不服申立て】 

  この決定内容に不服がある場合には、この通知を受けとった

日の翌日から起算して 60 日以内に、新潟県介護保険審査会に

審査請求をすることができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６箇月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 を 

   」 

 「    
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【不服申立て】 

  この決定内容に不服がある場合には、この通知を受けとった

日の翌日から起算して３か月以内に、新潟県介護保険審査会に

審査請求をすることができます。 

  新潟県介護保険審査会／新潟市新光町４番地１ 新潟県高

齢福祉保  健課内 

             電話：025―285―5511 

【処分取消しの訴え】 

  この決定内容について不服がある場合には、この処分につい

ての審査請求の裁決を経た後に、審査請求の裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内に聖籠町を被告（訴

訟においては町長が被告の代表者となります。）としてこの処

分についての取消しの訴えを提起することができます。ただ

し、次に掲げる場合には、審査請求の裁決を経ることなく、こ

の処分についての取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過し

ても裁決がないとき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損

害を避けるための緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 に 

   」 

改める。   

（聖籠町介護保険住宅改修費受領委任払い制度の登録等に関する要綱の一部

改正） 

第１９条 聖籠町介護保険住宅改修費受領委任払い制度の登録等に関する要綱

（平成２４年聖籠町告示第１５号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第３号及び別記様式第６号中「第５７条第１項」を「第８２条第

１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、第１条の規定による改正前の聖籠町国民健康保険被

保険者資格証明書交付等取扱要綱、第２条の規定による改正前の聖籠町保育

の必要性の認定基準に関する要綱、第３条の規定による改正前の聖籠町未熟

児養育医療事務取扱要綱、第４条の規定による改正前の聖籠町手話奉仕員等
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派遣事業実施要綱、第５条の規定による改正前の聖籠町日常生活用具給付等

事業実施要綱、第６条の規定による改正前の聖籠町障害者移動支援事業実施

要綱、第７条の規定による改正前の聖籠町地域活動支援センター事業及び地

域活動支援センター機能強化事業実施要綱、第８条の規定による改正前の聖

籠町訪問入浴サービス事業実施要綱、第９条の規定による改正前の聖籠町更

生訓練費給付事業実施要綱、第１０条の規定による改正前の聖籠町施設入所

者就職支度金給付事業実施要綱、第１１条の規定による改正前の聖籠町生活

サポート事業実施要綱、第１２条の規定による改正前の聖籠町自動車運転免

許取得助成事業実施要綱、第１３条の規定による改正前の聖籠町自動車改造

等助成事業実施要綱、第１４条の規定による改正前の聖籠町日中一時支援事

業実施要綱、第１５条の規定による改正前の聖籠町障害者自立支援医療費助

成に関する要綱、第１６条の規定による改正前の聖籠町精神障害者保健福祉

手帳交付実施要領、第１７条の規定による改正前の聖籠町国民健康保険一部

負担金の免除に関する取扱要綱、第１８条の規定による改正前の聖籠町介護

保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第１９条の規定に

よる改正前の聖籠町介護保険住宅改修費受領委任払い制度の登録等に関する

要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の

修正を加え、なお使用することができる。 

 

 


